
議案第４８号 

   みよし市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を

改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和６年９月９日提出 

                         みよし市長 小 山   祐     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、市立保育所の給食費を無償化するため必要があるからである。 

1



   みよし市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一

部を改正する条例 

 みよし市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例（平成２

７年みよし市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「。以下「基準府令」という。」を削る。 

 第５条第２項、第６条第２項及び第７条第２項中「別表第１」を「別表」に改める。 

 第８条を次のように改める。 

 （市立保育所における食事の提供に要する費用） 

第８条 市立保育所において、小学校就学前子どもの保護者から徴収する食事（主食及び

副食をいう。）の提供に要する費用は、無料とする。 

 第９条中「前条」を「第７条」に、「、一時的保育利用料又は給食費」を「又は一時的保

育利用料」に改める。 

 第１１条中「、第６条及び第８条」を「及び第６条」に、「、第６条第１項及び第８条第

１項」を「及び第６条第１項」に改める。 

 別表第２を削り、別表第１を別表とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後のみよし市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条

例の規定は、令和６年４月１日以後の保育に係る食事（主食及び副食をいう。以下同じ。）

の提供に要する費用から適用し、同日前の保育に係る食事の提供に要する費用について

は、なお従前の例による。 
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みよし市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部改正新旧対照表 

改正案 現行 

（保育料の額） （保育料の額） 

第4条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）第13条第1項及び第43条第1項に

規定する利用者負担額をいう。以下同じ。）は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び

第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に掲げる額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者の属する世

帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が規則で定める額とする。 

第4条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号。以下「基準府令」という。）第1

3条第1項及び第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。）は、法第27条第3項第2号、第28条第2項

各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に掲げる額を限度として、当該教育・保

育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が規則で定める額とする。 

2 略 2 略 

（市立保育所における延長保育利用料の徴収） （市立保育所における延長保育利用料の徴収） 

第5条 略 第5条 略 

2 延長保育利用料の額は、別表に定める額の範囲内において、市長が規則で定める。 2 延長保育利用料の額は、別表第1に定める額の範囲内において、市長が規則で定める。 

（市立保育所における休日保育の延長保育利用料の徴収） （市立保育所における休日保育の延長保育利用料の徴収） 

第6条 略 第6条 略 

2 休日保育の延長保育利用料の額は、別表に定める額の範囲内において、市長が規則で定める。 2 休日保育の延長保育利用料の額は、別表第1に定める額の範囲内において、市長が規則で定める。 

（市立保育所における一時的保育利用料の徴収） （市立保育所における一時的保育利用料の徴収） 

第7条 略 第7条 略 

2 一時的保育利用料の額は、別表に定める額の範囲内において、市長が規則で定める。 2 一時的保育利用料の額は、別表第1に定める額の範囲内において、市長が規則で定める。 

（市立保育所における食事の提供に要する費用） （市立保育所における食事の提供に要する費用の徴収） 

第8条 市立保育所において、小学校就学前子どもの保護者から徴収する食事（主食及び副食をいう。）の提供に要

する費用は、無料とする。 

第8条 市長は、基準府令第13条第4項第3号イからハまでに掲げるものを除き、市立保育所において食事（主食及び

副食をいう。）の提供を受ける小学校就学前子ども（ただし、満3歳以上の子ども（満3歳に達する日以後の最初

の3月31日までの間にある子どもを除く。）に限る。）の保護者から食事の提供に要する費用（主食の提供に要す

る費用及び副食の提供に要する費用をいう。以下「給食費」という。）を徴収する。 

 2 給食費の額は、別表第2に定める額の範囲内において、市長が規則で定める。 

（保育料等の減免） （保育料等の減免） 

第9条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が災害その他やむを得ない事情により第3条から第7条までに規定する

保育料、延長保育利用料、休日保育の延長保育利用料又は一時的保育利用料（以下「保育料等」という。）を負担

することができないと認めるときは、規則で定めるところにより、これを減額し、又は免除することができる。 

第9条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が災害その他やむを得ない事情により第3条から前条までに規定する

保育料、延長保育利用料、休日保育の延長保育利用料、一時的保育利用料又は給食費（以下「保育料等」という。）

を負担することができないと認めるときは、規則で定めるところにより、これを減額し、又は免除することがで

きる。 

（指定管理者に管理を行わせる場合の読替え） （指定管理者に管理を行わせる場合の読替え） 

第11条 条例第3条の規定により指定管理者に市立保育所の管理を行わせる場合における第5条及び第6条の規定の

適用については、第5条第1項及び第6条第1項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。 

第11条 条例第3条の規定により指定管理者に市立保育所の管理を行わせる場合における第5条、第6条及び第8条の

規定の適用については、第5条第1項、第6条第1項及び第8条第1項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み

替えるものとする。 

別表（第5条、第6条、第7条関係） 別表第1（第5条、第6条、第7条関係） 

表 略 表 略 

 別表第2（第8条関係） 
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みよし市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部改正新旧対照表 

改正案 現行 

 区分 月額 日額 

主食費 600円 30円 

副食費 3,600円 180円 
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